
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和７年１２月２２日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第６７号 

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和３５年鳥取市規則第１７号）

の一部を次のように改正する。 

第８条第３項中「昇給号給数表（別表第７）」を「一般行政職給料表７級以下職員

等昇給号給数表（別表第 7ア）」に改め、「掲げる号給数」の次に「（一般行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの又は第１８条に掲げる職

員にあっては、一般行政職給料表８級職員等昇給号給数表（別表第７イ）の B欄に掲

げる号給数）」を加える。 

第１３条第１項中「第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第１６条の２中「地方公務員法」を「法」に改める。 

第１８条の見出し中「７級」を「８級」に改め、同条中「第４条第５項」を「第４

条第７項第２号」に、「３級以上」を「４級」に改める。 

第２１条の３第２項中「第４条第７項」を「第４条第７項第１号」に改める。 

別表第７を次のように改める。 

別表第７（第８条、第１９条関係） 

 昇給号給数表 

ア 一般行政職給料表７級以下職員等昇給号給数表 



昇給区分 S A B C D 

昇給の号給

数 

６以上 ５ ４ ２ ０ 

４以上 ３ ２ １ ０ 

２以上 １ ０ ０ ０ 

 備考 この表に定める上段の号給数は条例第４条第６項及び第７項の規定の適用を

受ける職員以外の職員に、中段の号給数は同条第６項の規定の適用を受ける職員

に、下段の号給数は同条第７項第１号の規定の適用を受ける職員に適用する。 

イ 一般行政職給料表８級職員等昇給号給数表 

昇給区分 S A B C D 

昇給の号給

数 

２ １ ０ ０ ０ 

 備考 この表は、一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上

であるもの及び第１８条に掲げる職員に適用する。 

別表第８中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）」を

「法」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。  


